
「予算から理解する新会計」
Ⅰ「収支」予算と「資金収支」予算の違い
　
　　　　　　旧会計　収支予算書　　　　　　　　　新会計　資金収支予算書
　　　表１　　　　　　　　　　　　　　　　　表２
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旧会計の予算は、表１のように「収支」予算であり、収入の金額を予測しその範囲で支出の金額を策定し、収支は同額としました。
経理準則の古い構造では、表３のように前期繰越金を全額取り崩し、多額の予備費を計上してバランスする形態をとっていた時代もありました。
　　　表３　　　　　　　　　　　　　　　　　表４
	支出

	収入

	
	支出

	収入


	予備費
	前期繰越金
	
	
	前期繰越金


その後、表４のように「前期繰越金を予算化するのは取り崩し額に限定する」つまり赤字が予測される時のみに、その取り崩し額を予算化するという通達が出ました。
しかし、こと予算に関しては、今なお経理準則の古い考えのままたてられているケースがよく見受けられます。
　表２のように、新会計における「資金」収支予算書は「収支」の予算のバランスを見るだけでなく、資金繰り（支払資金、旧会計でいう繰越金）がいくらになるのかが重要な視点になります。
だからこそ「資金」収支予算書なのです。資金収支予算書には、当期繰越金が記載科目として存在し、前期繰越金および繰越金で予算を締めくくります。
この資金収支予算書の構造は、収支が同額であれば意味がありません。なぜなら同額であれば前期繰越金がそのまま繰越金となり、当期繰越金を記載する必要はないからです。
さて、今までの社会福祉法人は補助金に支えられて施設整備を行ってきました。しかし社会福祉基礎構造改革が実施され、新会計になり、減価償却が導入されたことで、単年度で会計をみるのではなく、長期的な視野で会計をとらえることになりました。しかも、現実に１７年度より施設整備補助金がなくなり、交付金化されたことは、施設整備に今までどおりの国庫の補助が期待できないことを示唆しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このように考えると新会計において、予算も単年度の収支を考えるのではなく、減価償却を踏まえた上で長期的な視野にたって考える必要があると思われます。つまり、資金収支予算の同額を考えるよりも、事業活動収支予算（実際には有りませんが）の同額を考える方が適切と言えます。
Ⅱ　資金収支と事業活動収支の違い
　では、資金収支と事業活動収支がどう違うのか比較してみましょう。
　新会計になり２つの計算書が用意されていますが、資金収支と事業活動収支を予算として考えてみたいと思います。まず、資金収支と事業活動収支の構造をみてみましょう。
固定資産の車両（耐用年数６年）と電気代などの光熱費の支払いを考えましょう。
	
	支払ったもの
（資金収支）
	使ったもの
（事業活動収支）
	残ったもの
（貸借）

	車　両
	３００万円
	５０万円
	２５０万円

	水道光熱費
	２００万円
	２００万円
	０　


水道光熱費のように「使った」から「支払った」ものは、残りません。
しかし耐用年数が６年ある車両の場合、３００万円を支払ったものの、６年にわたり
使っていきます。１年間のコストは、つまり使った金額ですが、６分の１の５０万円となります。この費用を減価償却費といい、６年間で使い切れば０となります。
つまり資金収支では１年目に３００万円が支出され、事業活動収支では６年間で３００万円が支出されます。
	資金収支計算書
	事業活動収支計算書

	固定資産取得費　　３００万円
	減価償却費　５０万円×６年


ここで問題なのは
１．お金は支払っていないのに、毎年、減価償却費が支出される
２．６年後、車が老朽化して廃車した後、新しい車を購入しないとやっていけない。
この２つの問題は減価償却の２つの意味を表しています。
１つは毎年のコストを計算し、固定資産をその価額分減価していくという意味。
もう１つは、減価償却費分だけ内部で留保しておけば、次の購入に支障がないということから、減価償却費分を毎年、資金的には留保する必要があるということです。
この車両の６年の推移をみてみましょう。（残存価額を０にしています）
	
	支払ったもの
（資金収支）
	使ったもの
（事業活動収支）
	残ったもの
（貸借）

	１年目
	３００万円
	５０万円
	２５０万円

	２年目
	０
	５０万円
	２００万円

	３年目
	０
	５０万円
	１５０万円

	４年目
	０
	５０万円
	１００万円

	５年目
	０
	５０万円
	５０万円

	６年目
	０
	５０万円
	０


つまり、毎年、減価償却費を計上することは、その金額を将来の固定資産買い換えのために資金を留保しなければならないということです。
今までは１年の資金収入を、すべて使うことを前提とした支出を予算化してきましたが、新会計では長期的な視点から、今年の資金収入を今年の資金支出だけでなく、将来の買い換えのために、減価償却分だけ資金プラスにすることが経営者の責務となります。この背景には、先ほどの補助金の削減という現実があります。
では、わかりやすいように、当該年度の固定資産の購入がなかったとして、資金収支の予算と事業活動収支の予算を比較してみましょう。
資金収支　予算　　　　　　　　　　　　事業活動　収支予算
	収入　　８０００万円
支出　　７５００万円
当期繰越金　　５００万円

	収入　８０００万円
支出　７５００万円
減価償却費　　５００万円
当期繰越差額　　　０　　


　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　
つまり資金収支で５００万円当期繰越が出て、事業活動的には、経常利益がやっと０となるのです。これが減価償却を踏まえた会計の考え方なのです。
現状、事業活動収支には予算書がありませんので、資金収支予算書は固定資産があるかぎり、資金黒字の予算をたてなければ意味がないことがおわかりいただけるでしょう。
　ちなみに新会計が参考にした学校法人会計では、資金収支予算で収支が同額でないのはあたりまえで、事業活動収支にあたる消費収支にも予算が必要となっています。
前号でもお伝えしたように、施設整備補助金が１７年度よりなくなり、交付金化されましたが、いよいよ経営は自主的な資金繰りが必要な時代になってきました。
しかし、どうもまだ経営者の頭の切り替えができていないように思えてなりません。
もはや会計事務所に会計を丸投げして安心している時ではありません。経営者が自ら月次の書類を確認し、資金繰りを考える時代がやってきているのです。
１９年には運営費の一般財源化が問題になりそうですが、１８年から始まる総合施設を目指す幼稚園の動きに耐えられるのか今のままでは大いに不安です。
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